
４． 介護サービス事業所の変更、各種加算に係る届出期間の厳守について 

 

変更届出について 

 指定を受けた内容に変更がある場合は、変更のあった日から 10 日以内に、変更届出

書に関係書類を添えて、所管課（介護保険課又は地域包括ケア推進課）へ提出してくだ

さい。（様式や添付書類は市ホームページを参照） 

介護サービス事業所の変更、サービスの廃止・休止・再開の届出等について 

http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/kaigo/jouhou/henkou.html 

 

 

 

 

上記事例が散見されますので、届出の徹底をお願いします。 

 

（サービス別所管課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 変更のあった日から 10 日以内に提出されていない 

✓ 変更があったにも関わらず、変更届出書を提出していない 

http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/kaigo/jouhou/henkou.html


各種加算に係る届出について 

各種加算に係る届出については、サービス区分ごとに加算算定開始月や添付書類が異なり

ますので、市ホームページを参照の上、提出してください。 

 

 

 

 

 

（サービス別所管課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 新規に算定する場合だけでなく、加算区分を変更する場合や加算 

要件を満たさなくなった場合も、速やかに届出をお願いします。 
 

✓  


